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野迫川村長

⻆谷 喜一郎

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

　

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
に
は
幸
多
き
新
春
を
迎

え
ら
れ
た
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

ま
た
、
平
素
は
村
政
の
推
進
に
対
し

多
大
な
ご
支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
厚
く

お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
文
化
の
振
興
が
図
ら
れ
た

一
年
で
し
た
。
奈
良
県
で
は
「
第
32
回

国
民
文
化
祭
・
第
17
回
全
国
障
害
者
芸

術
祭
」
が
開
催
さ
れ
、
野
迫
川
村
に
お

い
て
も
、
10
月
７
日
に
、「
秘
境
に
鼓

舞
す
る
文
化
の
風
」
と
題
し
、
保
育
所

園
児
、
小
学
生
、
中
学
生
の
合
同
合
唱

に
始
ま
り
、
の
せ
川
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス

ト
表
彰
式
、
和
太
鼓
、
漫
才
、
吉
本
新

喜
劇
と
盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
で
開
催

し
、
村
内
は
も
と
よ
り
、
村
外
の
皆
さ

ん
に
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
、
成
功
裡

に
終
了
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
観
光
面
に
お
い
て
は
、
第
12

回
目
と
な
る
夏
の
恒
例
行
事
「
平
維
盛

の
大
祭
」
を
開
催
し
、
約
１
，
５
０
０

人
の
皆
さ
ん
の
参
加
を
得
、
山
間
に
咲

く
花
火
を
観
賞
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
、
村
民
が
一
体
と
な
っ
て
行

う
イ
ベ
ン
ト
は
と
て
も
重
要
だ
と
改
め

て
感
じ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

生
活
面
で
は
、
皆
さ
ん
の
ご
協
力
の

下
、
家
庭
ご
み
の
収
集
に
つ
い
て
順
調

に
運
用
が
進
ん
で
お
り
ま
す
。
今
後
も

引
き
続
き
環
境
対
策
に
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

福
祉
・
医
療
分
野
で
は
、
診
療
所
に

お
い
て
、
西
岡
歩
美
先
生
の
後
任
と
し

て
、
４
月
か
ら
根
津
大
樹
先
生
に
お
越

し
い
た
だ
い
て
お
り
、
村
民
の
皆
さ
ん

の
日
々
の
暮
ら
し
に
安
心
感
を
与
え
て

い
た
だ
け
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

病
気
は
早
期
治
療
が
有
効
で
す
の
で
、

お
体
に
不
調
を
感
じ
た
場
合
は
気
兼
ね

せ
ず
、
早
め
に
受
診
さ
れ
ま
す
よ
う
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
今
年
度
よ

り
「
い
き
い
き
百
歳
体
操
」
を
、
試
験

的
に
北
股
地
区
、
大
股
地
区
で
始
め
て

い
ま
す
。
誰
に
で
も
で
き
る
簡
単
な
体

操
で
、
元
気
で
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る

「
健
康
寿
命
」
を
延
ば
す
取
り
組
み
を
皆

さ
ん
と
一
緒
に
進
め
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
本
村
も
参
画
し
て
い
る
「
南

奈
良
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
」
や
、「
奈
良

県
広
域
消
防
組
合
野
迫
川
分
署
」
も
順

調
に
運
営
さ
れ
て
お
り
、
も
し
も
の
場

合
の
安
心
感
も
充
足
し
て
い
る
も
の
と

感
じ
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
近
年
、
南
海
ト
ラ
フ
地
震

の
発
生
が
危
惧
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

本
村
と
し
て
も
防
災
意
識
の
向
上
が
重

要
と
考
え
、
昨
年
12
月
に
奈
良
県
葬
祭

業
協
同
組
合
と
大
規
模
災
害
時
等
に
お

け
る
協
定
を
締
結
い
た
し
ま
し
た
。

　

交
通
面
で
申
し
上
げ
ま
す
と
、
京
奈

和
自
動
車
道
の
御
所
南
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
か
ら
五
條
北
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
開
通
に
よ
り
、
北
和
・
中
和
か
ら
の

ア
ク
セ
ス
も
便
利
に
な
り
、
野
迫
川
村

に
お
越
し
い
た
だ
く
方
々
に
と
っ
て
も

野
迫
川
村
が
よ
り
身
近
に
な
り
、
村
民

の
皆
様
に
と
っ
て
も
、
買
い
物
な
ど
で

町
に
出
ら
れ
る
際
の
使
い
勝
手
も
良
く

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

今
後
も
、
村
内
道
路
及
び
、
村
に
通
じ

る
道
路
の
整
備
を
推
進
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

産
業
振
興
面
で
は
、「
地
方
創
生
」
に

よ
る
「
き
の
こ
の
村
づ
く
り
」
事
業
を

推
進
し
て
お
り
、
造
成
さ
れ
た
村
有
林

の
一
部
を
皆
伐
し
、
コ
ナ
ラ
・
ク
ヌ
ギ

な
ど
を
植
樹
し
て
自
然
林
に
戻
す
こ
と

で
、
村
の
豊
富
な
山
林
資
源
を
し
い
た

け
の
原
木
と
し
て
活
用
し
、
し
い
た
け

生
産
に
活
か
し
て
い
き
ま
す
。

　

本
村
の
し
い
た
け
は
肉
厚
で
香
り
も

良
く
、
ブ
ラ
ン
ド
化
す
れ
ば
特
産
品
と

し
て
売
り
出
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
だ

と
思
い
ま
す
の
で
、
生
産
体
制
を
構
築

し
、
販
路
開
拓
を
行
う
こ
と
が
で
き
れ

ば
新
た
な
産
業
と
し
て
雇
用
を
創
出
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

　

同
時
に
、
保
水
力
に
優
れ
た
広
葉
樹

林
の
森
に
す
る
こ
と
で
、
予
防
治
山
に

よ
り
災
害
に
強
い
村
づ
く
り
を
進
め
、

「
山
づ
く
り
か
ら
森
づ
く
り
」
へ
の
新
し

い
事
業
に
モ
デ
ル
的
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
ま
す

　

昨
年
は
、
国
民
文
化
祭
を
始
め
、
さ

ま
ざ
ま
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
雲
海
や
鶴

姫
公
園
、
わ
さ
び
田
な
ど
本
村
の
情
報

が
多
数
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
地
道

に
「
野
迫
川
村
」
を
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
が
、

観
光
振
興
を
は
じ
め
と
し
て
、
移
住
・

定
住
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
私
を
は
じ
め
、
役
場
職
員

が
広
告
塔
と
な
っ
て
「
野
迫
川
村
」
を

村
外
に
発
信
し
て
い
き
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
も
笑
顔
で
村
外
の
皆
さ

ん
を
お
出
迎
え
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

に
、
笑
顔
で
楽
し
く
活
き
活
き
と
暮
ら

せ
る
村
づ
く
り
に
、
引
き
続
い
て
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

結
び
に
、
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
本
年
が
健
康
で
幸
多
く
輝
か
し
い

年
と
な
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
祈
り
申

し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま

す
。

平
成
三
十
年　

元
旦
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野迫川村議会議長

別 所 誠 司

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

村
民
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
希
望
に
満
ち
た
平
成
三
十
年
の
新

年
を
、
晴
れ
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
、

心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

年
頭
に
当
た
り
、
野
迫
川
村
議
会
を

代
表
し
ま
し
て
、
謹
ん
で
新
年
の
ご
挨

拶
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
日
頃

よ
り
村
議
会
に
お
寄
せ
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
ご
支
援
と
ご
協
力
に
対
し
、
心

か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
、
安
倍
首
相
は
、
二
〇

二
〇
年
ま
で
の
三
年
間
を
生
産
性
革

命
・
集
中
投
資
期
間
と
位
置
付
け
、
大

胆
な
税
制
、
予
算
、
規
制
改
革
な
ど
あ

ら
ゆ
る
施
策
を
行
う
方
針
で
あ
る
と
打

ち
出
し
ま
し
た
。

　

人
づ
く
り
革
命
と
し
ま
し
て
、
幼
児

教
育
の
無
償
化
を
一
気
に
進
め
、
真

に
必
要
な
子
ど
も
た
ち
に
は
高
等
教
育

の
無
償
化
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
ま

す
。

　

ま
た
、
介
護
人
材
の
確
保
の
た
め
の

更
な
る
処
遇
改
善
な
ど
も
進
め
、
子
育

て
、
介
護
な
ど
、
現
役
世
代
の
不
安
を

解
消
す
る
施
策
や
他
に
も
消
費
税
の
使

い
道
を
大
胆
に
見
直
す
こ
と
で
２
兆
円

規
模
の
政
策
を
実
現
し
、
若
者
か
ら
お

年
寄
り
ま
で
全
世
代
が
安
心
で
き
る
社

会
保
障
制
度
へ
と
大
き
く
改
革
し
て
い

く
方
向
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

本
村
議
会
で
は
昨
年
、「
全
国
森
林

環
境
税
」
の
創
設
に
関
す
る
意
見
書
を

国
へ
提
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
本
村
に
限
ら
ず
全
国
各
地
か
ら
意

見
書
が
提
出
さ
れ
、
自
民
党
税
制
調
査

会
で
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
一
環
と
し

て
、
市
町
村
の
森
林
整
備
を
支
援
す
る

「
森
林
環
境
税
」
を
創
設
す
る
方
針
が
示

さ
れ
、
地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
に

上
乗
せ
す
る
形
で
国
が
徴
収
し
、
森
林

保
全
が
必
要
な
市
町
村
に
配
分
し
、
市

町
村
が
山
林
所
有
者
に
代
わ
っ
て
間
伐

を
行
っ
た
り
、
林
業
の
担
い
手
を
育
成

し
た
り
す
る
事
業
に
充
て
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
村
と
し
て
も
林
業
の
再

生
、
振
興
を
目
指
し
、
地
方
創
生
に
つ

な
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感

じ
て
お
り
ま
す
。

　

他
に
も
道
路
網
の
整
備
を
行
い
、
村

民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
村
道
、

林
道
の
拡
充
な
ど
を
行
っ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
県
道
に
つ
い
て
も
今
ま
で
以

上
に
要
望
活
動
な
ど
を
行
い
、
野
迫
川

村
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
改
善
し
、
よ
り
多

く
の
人
に
村
を
訪
れ
て
い
た
だ
い
て
、

村
の
よ
さ
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
よ
う

議
会
一
同
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
者
福
祉
や
障
害
者
福
祉
、

子
育
て
対
策
の
充
実
な
ど
村
が
進
め
る

各
種
施
策
に
つ
き
ま
し
て
も
、
村
当
局

と
お
互
い
に
意
見
を
組
み
交
わ
し
な
が

ら
、
村
民
の
皆
様
が
こ
の
村
で
住
ん
で

良
か
っ
た
と
思
え
る
村
づ
く
り
に
邁
進

す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

我
々
、
村
議
会
議
員
一
同
、
役
割
と

責
任
の
重
さ
を
自
覚
し
、
村
政
運
営
の

一
翼
を
担
っ
て
い
き
ま
す
。

　

本
年
も
皆
様
の
更
な
る
ご
支
援
、
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
心
か
ら
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
、
新
し
い
年
が
皆
様
方
に

と
っ
て
実
り
多
き
年
と
な
り
ま
す
こ
と

を
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
年
頭

の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
三
十
年　

元
旦

あけましておめでとうございます。
　社会福祉協議会は、住民の方々の生活を支援するサービスを本年も引き続き実施いたします。
　ヘルパーによる訪問事業や福祉有償運送事業、配食サービス事業等を希望される方は、お気
軽にお問い合せください。

【連絡先】　野迫川村大字北股３８番地
　　　　　社会福祉法人　野迫川村社会福祉協議会　☎０７４７ｰ３７ｰ２９４１
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議会の動き 平成29年12月 第５回定例議会

　平成２９年１２月１４日に招集され、報告２件、議案１０件が次のとおり議決されました。

報告第１３号　　専決処分の承認を求めることについて
報告第１４号　　専決処分の承認を求めることについて
議案第４２号　　過疎地域自立促進市町村計画（変更）について
議案第４３号　　�特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例につい

て
議案第４４号　　一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
議案第４５号　　�野迫川村職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部を改正する条例につい

て
議案第４６号　　固定資産評価審査委員の選任について
議案第４７号　　平成２９年度野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第３号 )
議案第４８号　　平成２９年度野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号 )
議案第４９号　　平成２９年度野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第３号 )
議案第５０号　　平成２９年度野迫川村代替バス事業特別会計歳入歳出補正予算（第３号 )
議案第５１号　　平成２９年度野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第７号 )
　
一般質問　西田議員
　高野龍神スカイラインの沿線にあるレストラン鶴姫は現在、指定管理者の㈱のせ川びれっぢが運営され
ておりますが、今年は営業されている日がほとんど見受けられませんでした。
しかしながら、この施設については、平成５年３月に野迫川村総合案内所として、設置条例が施行されて
いると思われます。
　今後この施設の運営の在り方についてお聞きいたします。　

回　　答　⻆谷村長
　㈱のせ川びれっぢに指定管理でお願いしております総合案内所「鶴姫」の、今日現在までの運営状況で
すが、営業をした日数は 27日間で売上は約 37万程度だと報告を受けています。
村当局としても再三営業をするよう指導し、㈱のせ川びれっぢも従業員の募集をしてきましたが、中々応
募がない上に、ホテルのせ川やキャンプ場の入り込み客数が多く、今いる従業員を鶴姫に回せなかったこ
とが営業できなかった理由です。
　鶴姫公園は星空と心地良い風、そして「天空の響�幸せの鐘」があり野迫川の玄関口になってまいりました。
来年度以降も村当局としは、鶴姫を指定管理で運営を行うことが望ましいと考えていますので、㈱のせ川
びれっぢに従業員の確保を最優先させるよう指導いたしました。
　また、計画では平成 30年 4月以降に、総合案内所「鶴姫」にソフトバンクのアンテナが設置され、光ファ
イバーが繋がる予定です。これが整備されると鶴姫にインターネットやWi-Fi が繋がるようになり、総合
案内施設としての機能が一層充実されることと思います。野迫川の観光の顔として今年の営業を反省と教
訓としてより良い活動施設として機能するようしていきたいと考えておりますので皆様のご協力を改めて
お願いいたします。

質　　問　桑迫議員
　平成２２年６月２０日に就任され７年６ヶ月の間に、福祉の部門ではグループホーム設立、教育の部門
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では保育所、小学校、中学校の一元化など幅広くご活躍されてこられました。
　平成２３年の台風１２号による甚大な被害が北股地区を中心に発生し、今現在も復興にご尽力いただい
ておりますが、道半ばであると思われます。
　議員一同、村長を中心とした村当局と共に村の発展に力をつくしたいと思っております。
　今後の本村における地方創生並びに村づくりについてどのように考えておられるのかと、半年後迎える
任期について村長さんの意向をお聞きしたいと思います。

回　　答　⻆谷村長
　私は平成２２年６月２０日に「夢が語れる、夢が持てる村づくり」をスローガンに村民の皆様の信任を
得て、村長に就任いたしました。
　就任後は、議員お述べのとおり、グループホーム「ゆうゆう苑」の開所、保育所・小学校・中学校の連
携一貫教育のため新校舎を建築し、教育の充実に傾注してまいりました。
　本村は消防非装備村でありましたが、奈良県広域消防組合に参画することによって、消防分署の建築や、
救急車を配備し、専門の救急隊員による搬送等が実現できています。
　また、自家処理をしていた生ゴミ等の燃えるゴミの回収も開始し、村民の皆様に安心して暮らしてもら
える環境整備の充実も行ってまいりました。
しかし、これらの事業は、議員の皆様や村民の皆様のご理解とご協力があってこそ成し遂げることができ
たもので、改めて厚くお礼申し上げます。
　また、平成２３年９月に発生した「紀伊半島大水害」で、本村は甚大な被害を受けました。幸いにも人
命が失われることはありませんでしたが、北股地区の方々は長期の避難生活を余儀なくされました。
　集落の存続を危惧する状況ではありましたが、「みんな一緒に帰ろう。」を合言葉に官民一体となって復
旧に取り組むことができ、関係各所のご協力を受けながら、ようやく復旧に一応の目処が立つまでになり
ましたが、まだまだ復旧復興の道半ばであります。一昨日には、秋本国土交通大臣政務官が、北股の現場
視察に来られました。池田近畿地方整備局長も随行され、吉村紀伊山系砂防事務所長の説明と共に、私も
旧北股小学校の改修等の説明と早期復旧の要望を行いました。今後も国や県とともに早期完成を目指し取
り組んでまいりたいと思っております。そして、地区住民の方々が安心して住み続けられる地域づくりを
目指していきます。
　今後の村づくりですが、過疎化が進行している本村においては、地方創生の推進が不可欠です。現在本
村では、「きのこの村づくり」と題して、野迫川村のきれいな空気と水をふんだんに使用したきのこ作りに
取組んでいるところです。本当にすばらしい、おいしいきのこを作ることができますので、担い手の確保、
販路の開拓、恒常的な生産を目指して産業振興に取り組んでまいります。
　また、担い手の確保と申し上げましたが、このままでは本村の人口減少は避けられません。やはり、村
外から人を呼び込まなくてはいけないと思います。そのためには、まず、さまざまな手段を使って野迫川
村を知ってもらわなければなりません。一度来ていただくと、本村の良さは十分に感じてもらえるはずです。
最近、私はいろんなところで、「曲がりくねった道を抜けると、桃源郷のような野迫川村が現れるんです。」と、
本村をPRしています。
　そして、本村の良さを知っていただいた方には、いずれ、本村に移住してきてもらえるよう、移住 ･定
住に関する取り組みも推進しています。移住者の方が住みたくなるような村を作るためには、まず、村民
の皆様が笑顔で楽しく活き活きと暮らせる村でなくてはならないと思います。そのために、道路・簡易水
道の整備、子ども達の教育環境の改善、福祉・医療の充実、本村における消防 ･救急の維持など、住民が
安心して暮らせるような施策が重要です。
　議員お述べのとおり、私の村長としての任期は平成３０年６月１９日までとなっております。しかし、
先ほども申しあげましたように、本村の課題は山積しております。私は、野迫川村の未来への道筋を立て
るためにも、引き続いて村長としての任を全ういたしたく考えております。今後もご支援、ご協力をお願
いいたします。
　本日は、私の思いを表明させていただく機会を設けていただき、誠にありがとうございました。
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婦人会県外研修

区長会開催

　昨年、１１月２５日（土）、２６日（日）の２日間、
婦人会員１９名が婦人会県外研修で高知方面へ行
きました。高知城、高知市内の朝市や桂浜を見学
し、出来たてのカツオのたたきの試食や郷土料理
の皿鉢料理などを味わいました。
　長距離ではありましたが、バスの車内では参加
会員の話も弾み、観光スポットや名所のそばを通
りがかるたびに、バスガイドさんのユーモアの混
じった説明に車内では笑い声が飛び交うなど、会
員の親睦を深める研修となりました。

　昨年、１２月７日（木）地場産業振興センターにおいて、区長会を開催しました。当日は、村
内各大字の区長にお集まりいただき、活発な意見交換会が行われました。
　なお、役場からは平成２９年度事業の取組状況について以下のとおり説明を行いました。
○総務課　「生活改善センターの修繕にかかる対応状況」について
○住民課　「マイナンバーカードの申請補助」及び「いきいき百歳体操の開始」について
○�産業課　「きのこの村づくり事業」、「村有林整備事業」及び「有害獣侵入防止柵交付事業実績」
について
○建設課　「事業実施状況」、「雪寒対策事業」及び「簡易水道事業」について
○�教育委員会　「やまと共創郷育センター事業」、「第
３２回国民文化祭・なら２０１７・第１７回全国
障害者芸術・文化祭なら大会」、「国際交流事業の
充実及び小・中・保育所英語学習」について
○�社会福祉協議会　「訪問事業」、「通所介護（デイ
サービス）」、「福祉有償運送事業」、「配食サービ
ス事業」、「福祉用具の貸与」、「福祉用具の購入」、
「住宅改修支給」及び「地域包括支援センター」に
ついて
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吉野税務署長賞　西本　優花さん『私が考える税』 野迫川村長賞　林　陽さん『税金の存在』

野迫川村消防団分団長・副分団長会議

「中学生の税についての作文」吉野税務署長賞、野迫川村長賞受賞

　昨年、１２月１３日（水）に地場産業振興センターにおいて、野迫川村消防分団長・副分団長会議を
開催し、以下のとおり決定しました。

１．	 平成３０年野迫川村消防団出初式について
　○日　時　平成３０年１月１９日（金）
　　　　　　集　合　午前８時３０分
　　　　　　開　式　午前９時
　○場　所　野迫川村公民館
　○隊編成について
　総隊長　別所　久男　副団長
中隊名 中隊長 中隊員
第１中隊 杉谷　均　　副団長被表彰者
第２中隊 太田　利幸　分団長第１～第２分団員
第３中隊 増本　忠司　分団長第３～第４分団員

２．	 平成３０年南吉野支部連合出初式について
　○日　時　平成３０年１月１９日（金）
　　　　　　開　式　午前１０時３０分
　○場　所　野迫川村公民館
　○隊編成について
　総指揮者　津守　良直　南吉野支部長
中隊名 中隊長 中隊員

第１中隊 榊本　参　十津川村副団長 被表彰者

第２中隊 別所　久男　野迫川村副団長 野迫川村消防団員

第３中隊 杉谷　均　野迫川村副団長 野迫川村消防団員

第４中隊 佐古金二郎　十津川村副団長
野迫川村消防団員
十津川村消防団員

　全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁が募集した ｢中学生の税についての作文｣で、野迫川中学
校３年西本優花さんの『私が考える税』が吉野税務署長賞として吉野税務署で表彰を受けました。
また、野迫川中学校２年林陽さんの『税金の存在』が野迫川村長賞として、村役場にて村長から
表彰を受けました。税の歴史や身近な使われ方などがよく調べられていて、税の大切さを上手
にまとめられていました。
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「奈良大立山まつり」開催
　四天王をモチーフにした光り輝く巨大な「大立山」と県内各地の伝統行事が平城宮跡に集結。一
年のはじまりに奈良の地で無病息災を願います。
　期間中には、地元食材等を使用した料理が一堂に会する「あったかもんグランプリ」等が開催さ
れ、野迫川村も出店。ぜひ、「奈良大立山まつり」にご来場いただき、奈良の冬の魅力をご体感下さい。

日　時　平成３０年１月２６日（金）１６時～２０時
　　　　　　　　　　　２７日（土）１３時～２０時
　　　　　　　　　　　２８日（日）１３時～２０時
　　　　※野迫川村出店予定店舗と提供料理
　　　　　かわらび荘：『猪肉・鹿肉の田舎煮込み』
　　　　　ホテルのせ川：『鴨猪雉鍋』
場所：平城宮跡朝堂院跡周辺（奈良市）
料金：入場無料
アクセス：近鉄大和西大寺駅から徒歩１５分
　　　　　ＪＲ奈良駅・近鉄大和西大寺駅から無料シャトルバス運行

奈良大立山まつりホームページ　http://ootateyama.jp/

主　催：奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会

お問い合わせ：奈良県冬季誘客イベント「大立山まつり」実行委員会事務局
　　　　　　　０７４２－２７－８０５１
　　　　　　　野迫川村役場産業課
　　　　　　　０７４７－３７－２１０１
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診療所だより
　あけましておめでとうございます。診療所の根津です。

　厳しい寒さがつづきますが、皆さん体調を崩されていませんでしょうか？

　今回はこれから流行すると予想される「インフルエンザ」についてです。

《インフルエンザ》

①インフルエンザとは

　インフルエンザとは、“インフルエンザウイルス”によって引き起こされる感染症です。

　インフルエンザにかかると３８℃以上の急な発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、倦怠感などの全身

症状が強くあらわれ、あわせて鼻水、咳、のどの痛みなどの症状もみられます。

　高齢の方、心臓病、糖尿病、腎機能障害、ステロイド内服などによる免疫機能不全を持つ方、妊

娠中の方、乳幼児がインフルエンザにかかると、気管支炎、肺炎などを併発し重症化し、最悪の

場合は、死に至ることもあります。

　そのため「インフルエンザかな？」と思われる場合は、早めに医療機関を受診して、適切な治療

を受けるようにしましょう。

②かぜとの違い

　インフルエンザはかぜの症状に加えて、筋肉痛や節々の痛み、全身のだるさが出るのが特徴的

です。�

③予防法

　基本的にはかぜの予防法と同じです。

インフルエンザ かぜ

発 熱 高い（３８℃以上） ないかもしくは微熱

主な症状
かぜの症状に加え、発熱、
関節痛、筋肉痛、倦怠感
など

のどの痛み、咳、鼻水
など

発 症 急激 ゆっくり

合 併 症 気管支炎、肺炎など ほとんどない

発生状況 流行性 散発性

□　人ごみを避け、外出時にはマスクを着用しましょう。

□　帰宅時には「手洗い」「うがい」をしましょう。

□　栄養と休養を十分にとりましょう。

□　室内では加湿と換気をよくしましょう。
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　また、感染を広げないためにも、感染の可能性がある方は、咳やくしゃみをおさえた手、鼻を

かんだ手はただちに洗うようにし、周囲へ配慮（咳エチケット）しましょう。

④治療法

　インフルエンザは薬 (飲み薬・吸い薬・点滴 )があるので，上に挙げたような症状がある場合は

医療機関で検査を行い、薬を処方してもらいましょう。

また、インフルエンザの流行を拡大させないためにも、治療開始から最低５日間は、自宅療養が

推奨されます。

《診療所からのお知らせ　〜出張診療について〜》

　さて、話題は変わりますが、�今年４月から半年間程度行う予定の「弓手原地区への出張診療」に

ついてお知らせします。

　出張診療というのは、診療所まで来院されるのが困難な地区へ医師等が出張し、生活改善セン

ターや公民館で診察や処置、薬の処方を行うというものです。

　今回、平成３０年４月より半年間、モデル事業として弓手原地区への出張診療を月１回程度行

おうと考えています。

　弓手原地区を選んだ理由としては、診療所から最も遠く、なかなか診療所までの受診が難しい

という声をよく聞くからです。そこで医師等が弓手原まで出張し、生活改善センターを借りて診

療を行おうと考えています。

　詳しい内容については、出張診療の開始時期が近づいたら再度ご報告します。

　基本的には期間限定のモデル事業ですので、期間終了後には一旦、出張診療を終了することを

ご了承ください。

野迫川村国民健康保険診療所　医師　根津大樹
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１．冬は高血圧にご注意！

　寒い冬は血圧の変動が大きいので、お部屋やお風呂場

の温度を暖かめにするよう気をつけることは皆さんもよ

くご存じと思います。また、寒くて運動不足になりがち

ですが、それに加え、あったかいラーメンやうどん、お

そばのおつゆなど塩分の取り過ぎにも注意しなければい

けません。

　ところで残念ながら、野迫川村の皆さんは奈良県内で

も血圧が高いという調査結果が出ています。

２．よく噛むことで高血圧の予防を！

　高血圧のもう一つの大きな原因はストレスと言われています。このストレスをやわらげる意

外な方法が「咀嚼＝よく噛む」であることがわかっています。

①�よく噛むことで脳の中の扁桃体の活動を抑える　　　

　＝ストレスをやわらげる→高血圧予防	

②�よく噛むと唾液がよく出て、薄味がわかる。

　=塩分ひかえ目→高血圧予防�

③�よく噛むことで肥満防止→高血圧予防

３．塩分の少ない食事をとりましょう！

　高血圧予防の食事は、まず塩分をとりすぎないことです。

　野迫川村ではいつも管理栄養士の辻本さんが実際に「とうもろこしごはん」など作って、お

いしく試食しながら指導されています。

　また、魚、牛乳、くだもの、納豆、ホウレンソウなど、体内の余分な塩分を外に排出してく

れるカリウムを多く含んでいる食物を選ぶことも大切です。

　野迫川村国民健康保険診療所では歯や入れ歯の治療だけでなく、歯科相談や歯みがき指導を

行っています。

野迫川村　ハ（歯）ッピ―通信

野迫川村国民健康保険診療所　歯科医師

正　田　晨　夫

よく噛
か

んで、高血圧の予防を
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奈良地方法務局人権擁護課の移転のお知らせ
　奈良地方法務局人権擁護課は、平成３０年２月１３日（火）から次のとおり事務室を移転して業
務を行うこととなりましたのでお知らせします。
【移転後新所在地】　〒６３０－８３０１　奈良市高畑町５５２番地
　　　　　　　　　奈良第２地方合同庁舎　２階
【電　話　番　号】　０７４２－２３－５４５７（人権擁護課）
　　　　　　　　　※電話番号の変更はありません。
（お問い合わせ先）
　奈良地方法務局総務課　ＴＥＬ　０７４２－２３－５５３４（代表）

２０歳になったら国民年金
　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなった
ときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
　国民年金は２０歳以上６０歳未満の方は加入することが義務付けられています。２０歳になっ
たら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

国民年金のポイント
◎将来の大きな支えになります
　国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
　国が責任をもって運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障され
ます。
◎老後のためだけのものではありません
　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか障害年金や遺族年金もあります。障害年金は、
病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。また遺族年金は加入者が死亡した場合、その
加入者により生計を維持されていた遺族（「子のある配偶者」や「子」）が受け取れます。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
★「学生納付特例制度」
　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料
の納付が猶予される制度です。
★「納付猶予制度」
　学生でない５０歳未満の方で、ご本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保
険料の納付が猶予される制度です。
　※平成２８年６月以前の期間は、３０歳未満であった期間が対象となります。

お問い合わせ先　　大和高田年金事務所　☎０７４５－２２－３５３１
　　　　　　　　　野迫川村役場住民課　☎０７４７－３７－２１０１
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国民皆保険制度を支える国保の構造的課題
「年齢構成が高く医療費水準が高い」
「所得水準が低く保険料負担が重い」
「小規模な運営主体（市町村）が多く財政が不安定になりやすい」

加入者の皆さんにとっては・・・

医療費の単価（診療報酬）は全国共通の制度なのに、国保の保険料負担は市町村ごとに異なっています。

○平成３０年４月から、県も市町村とともに国保の運営に加わり、国保の財政運営を市町村単位から県単位に
拡大します。 これにより、予期せぬ医療費増等の財政リスクの軽減など、国保運営の安定化につなげ
ます。

○「同じ所得・世帯構成であれば、県内のどこに住んでも保険料が同じ」
（平成３６年度予定）になることを目指し、加入者の負担の公平化につなげます。

こうした課題に対応するため

高齢化がすすみ
課題が深刻化

○必要な医療サービスを安心して受けていただけるよう、県、市町村、関係機関が連携して、引き続き
医療提供体制の整備や医療費の適正化に取り組んでいきます。

加入者の皆さんにとって

将来的に急激な保険料上昇が起きにくくなり、
安心につながります。

※窓口は、平成３０年４月以降も引き続きお住まいの市町村です。

医療費は毎年増加の傾向ですが、今回の国保制度の改正によって保険料負担が一定程度増加する加入者につ
いては、一度に過度な負担増とならない仕組みを設けます。

保険料（現行） 保険料（H36年度）

同じ所得・世帯構成でも、市町村間で
加入者の保険料には、差があります。

同じ所得・世帯構成であれば、加入者の
保険料に差はなくなり、公平となります。

奈良県国保制度改正

国民健康保険（国保）の制度は平成３０年度から
「各市町村ごとの運営から県域での運営」に変わります

制度改正にご理解、ご協力をお願いいたします。
問　野迫川村役場　住民課　☎　０７４７-３７-２１０１

　　　　　　　　　　　　　FAX０７４７-３７-２１０７
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平成２９年分所得税及び復興特別所得税の確定申告期間は、

　　　平成３０年２月１６日（金）から

　　　　　　　　　　　　　平成３０年３月１５日（木）までです。　

　【確定申告会場開設日】　平成３０年２月１６日（金）

○�税務署では、２月１５日 (木 ) までは通常の業務体制で事務を行っていますので、上記期間（２

月１６日（金）以降）に確定申告の相談をしていただくようお願いします。

○�確定申告会場は、混雑状況によっては長時間お待ちいただくことがあります。

○�申告会場では、１６時まで申告相談の受付をしていますが、混雑状況により早めに終了する場

合がありますのでご了承ください。

（問合せ）　吉野税務署　ＴＥＬ：０７４６ｰ３２ｰ３３８５

※野迫川村での確定申告相談会（２月開催予定）については、別途お知らせします。

吉野税務署からのお知らせ

奈良県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 時間額　８６０円
（平成29年12月27日発効）

奈良県電子部品・デバイス・電子回路、発電用・送電用・配電用電気機械器具、
産業用電気機械器具、民生用電気機械器具製造業最低賃金

時間額　８４９円
（平成29年12月27日発効）

奈良県自動車小売業最低賃金 時間額　８５１円
（平成29年12月27日発効）

奈良県木材・木製品・家具・装備品製造業最低賃金
時間額 ８１６円
日　額６，５２７円
（平成元年1月25日発効）

奈良県最低賃金は７６２円→７８６円（平成29年10月１日に改定されています）
■�奈良県最低賃金は、奈良県内で働くすべての労働者に適用されます。ただし、奈良県最低賃金と特定最
低賃金の両方が適用される場合は、金額の高いほうの最低賃金が適用されます。
■�最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金、賞与、
臨時の賃金は算入されません。
■�月給制の場合は、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
■�特定最低賃金が適用されない場合もありますので、詳しくは奈良労働局賃金室までお問い合わせくださ
い。

奈良労働局賃金室　０７４２ｰ３２ｰ０２０６

特定最低賃金が改定されます

平成30年１月 （14）
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村県民税の納期限は

１月３１日（水）です
平成２９年度村県民税第４期の納期限は１月３１日（水）
です。
この日までに役場窓口や、各金融機関で納付をお願いしま
す。
また、口座振替の引落しもそれぞれこの日に行います。
口座残高に不足がないよう、事前にご確認ください。
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保育所　高野槇クリスマスツリー飾りつけ
　昨年、１２月６日（水）、野迫川村の特産品である高野槇で作ったクリスマスツリーを役場前に

設置しました。

　今回は、保育所の子供たちにも来てもらい、飾りつけを手伝ってもらいました。本格的な冬が

訪れ、雪も少し降っているなか、保育所の子供たちが手作りした飾りを、ツリーに飾りました。

　飾りつけが終わったあと、きれいな飾りつけのついたツリーの前で、みんなで記念撮影を行い

ました。

人口／１２月１８日現在　■世帯数　２３３戸　■人口　４１８人　■男　２００人　■女　２１８人
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